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有明アリーナ管理運営事業報告書（令和５年度） 

 

生活文化スポーツ局 

 

第１ 施設概要                       

（有明アリーナ外観） 

１ 住所 

東京都江東区有明一丁目 11 番 1 号 

 

２ 敷地面積 

約 36,576 ㎡ 

 

３ 構造・規模 

(1) 延べ床面積 ： 約 47,200 ㎡ 

 

(2) 高さ・階数 ： 約 37m、地上 5 階 

 

(3) 構造 ： 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造、屋根免震 

 

(4) 座席数 ： 約 15,000 席（仮設席等含む） 

 

(5) メインアリーナ（床面：コンクリート土間に必要に応じて木製置床等を設置） 

   ① 天井高さ ： 約 22m  

 ② 面積 ： 約 4,100 ㎡ 

   ③ 最大コート設置数 ： バレーボール 4 面、バスケットボール 3 面など 

 

(6) サブアリーナ（床面：木製フローリング） 

    ① 天井高さ ： 約 13m  

 ② 面積 ： 約 1,400 ㎡ 

    ③ 最大コート設置数 ： バレーボール 2 面、バスケットボール 2 面など 

 

（メインアリーナ内観）              （サブアリーナ内観）  
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第２ 事業概要 

有明アリーナ（以下「本施設」という。）が、国際大会などの質の高いスポーツ観戦機会を提供

してスポーツムーブメントを創出するとともに、コンサート等のイベント開催による文化の発信に

より、東京の新たなスポーツ・文化の拠点となるよう、東京都は有明アリーナ管理運営事業を、民

間と行政とのパートナーシップの下で効率的・効果的に推進するため、民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。）に基づ

く公共施設等運営事業として実施する。 

 

１ 運営期間 

令和 4 年 6 月から令和 29 年 3 月まで 

 

２ 対象業務 

    (1) 統括管理業務 

(2) 運営業務 

(3) 維持管理業務 

業務に当たっては、効率的な運営、創意工夫、積極的なプロモーション活動等により、収益 

性の確保に努める。 

 

３ 運営権者 

    株式会社東京有明アリーナ 

 

第３ 運営権者の報告に基づく事業実績（令和５年度） 

 

１ 対象となる事業期間 

令和５年４月１日から令和６年３月 31 日まで 

 

２ 運営権者の業務の主な実施状況 

(1) 統括管理業務 

① マネジメント業務 

 ・事業評価責任者、監査役会等によるチェック体制を構築し、法令の適合確認を行った。 

・運営権者内の各種会議体や都との打合せを定期的に実施し、情報共有や業務調整を行った。 

② 総務・経理業務 

 ・要求水準の内容に従い、財務書類等を提出した。 

③ 事業評価業務 

・実施契約や要求水準書等に従い、本事業を履行しているかセルフモニタリングを実施した。 

・ホームページ上でサービスに対するアンケートを募集し、評価の収集を行い、対応を行っ

た。 
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(2) 運営業務 

① 広報・誘致・予約管理業務 

・レストラン・ジムの利用促進に向けた広報として、公式 SNS を中心に各種イベント、営業

時間等の発信を行った。 

・ハンドボールの国際試合をはじめとする大規模スポーツ大会や様々なアーティストのコンサ

ートを誘致した。 

・スポーツ団体やアーティストなど各種利用者に対し、内覧会等の営業活動を実施した。 

② 施設の提供・利用料金収受業務 

・メインアリーナでは、施設利用の 1 か月前までに利用者との間で利用について詳細打ち合わ

せを実施し、初回の打ち合わせで利用案内を基に施設利用方法や原状回復を前提とした注意

事項を説明し、円滑な施設利用ができるよう対応した。 

・サブアリーナには引き続きスマートレジを導入し、多様な決済システムを実施することで、

利用者の利便性の向上に努めた。 

・備品台帳に基づき、貸出ごとに記録を残すことで適切な管理を実現した。 

・メインアリーナ及びサブアリーナの利用実績は「利用実績概要」のとおり。 

・地元チームを集めた「有明アリーナスポーツフェス」（都民開放 DAY）を実施し、都民が気

軽に利用できる日を設けた。 

・「車いすバスケ体験教室」を定期的に開催し、パラスポーツの振興に努めた。 

 

（ハンドボール国際試合の様子）        （チアリーディング大会の様子） 

 

 

  

 

 

 

 

 

（有明アリーナスポーツフェスの様子）         （車いすバスケ体験教室の様子） 
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１ メインアリーナの利用実績概要 

（１）催事日数 

区 分 件 数 日 数 

スポーツ利用 24 件 74 日 

コンサート・ショー 48 件 187 日 

式典・集会・展示会等 6 件 14 日 

※日数は準備日を含む 

 

（２）主要なスポーツ利用 

令和 5 年 4 月 W リーグオールスター 2022-2023 in 有明（バスケットボール） 

〃  5 月 UPRISING TOKYO Supported by Rakuten（スケートボード） 

〃  7 月 WBC・WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ（ボクシング） 

〃   パリ・サン＝ジェルマン（PSG）ハンドボール ジャパンツアー2023 

〃  8 月 バスケットボール男子日本代表国際強化試合 2023 東京大会 

〃 10 月 バスケットボール B3 リーグ（10 月、１月、３月に実施） 

〃 12 月 WBA・WBC・IBF・WBO 世界スーパーバンタム級王座統一戦（ボクシング） 

令和 6 年 1 月 ABEMA presents NOAH “THE NEW YEAR” 2024（プロレス） 

〃 Performance Cheer Grand Final（チアリーディング） 

3 月 ONE 165（総合格闘技） 

※その他、国内外主要アーティストによる催事を多数実施 

 

（３）稼働率 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

55.2％ 88.5% 90.0% 93.5% 92.9% 96.3% 

 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 累計 

96.0％ 76.9% 74.2% 67.7% 77.8% 73.1% 81.6% 

 

（４）総括 

・令和５年度のメインアリーナは、音楽興行をはじめ、大規模から小規模のスポーツ大会や展示会 

など多種多様な利用により、令和４年度を大幅に上回る 81.6％の高稼働率を達成した。 

・令和５年度のスポーツ利用は、ハンドボールの国際試合をはじめとする国際大会の誘致や格闘技 

等をきめ細かく誘致することで、スポーツ利用日数は年間 74 日、大規模スポーツ大会は 17 大会 

となり要求水準を達成した。 

・令和６年度についても、年間スポーツ利用日数 60 日以上を満たし、要求水準を達成するよう予約 

管理を進める。 
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２ サブアリーナの利用実績概要 

（１）催事日数 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

営業日数 30 日 31 日 30 日 31 日 31 日 30 日 

スポーツ利用 21 日 13 日 17 日 18 日 22 日 17 日 

興行物販 8 日 11 日 9 日 9 日 8 日 10 日 

式典・集会・展示会等 0 日 0 日 1 日 0 日 0 日 0 日 

スポーツ利用割合 70.0% 41.9% 56.7% 58.1% 71.0% 56.7% 

 

 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 累計 

営業日数 31 日 30 日 31 日 29 日 29 日 31 日 364 日 

スポーツ利用 17 日 17 日 19 日 24 日 23 日 18 日 226 日 

興行物販 13 日 8 日 7 日 5 日 5 日 7 日 100 日 

式典・集会・展示会等 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 1 日 

スポーツ利用割合 54.8% 56.7% 61.3% 82.8% 79.3% 58.1% 62.1% 

 

（２）主要な利用方法 

スポーツ利用 

①バスケットボール利用 

②車いすバスケ体験教室 

③都民開放 DAY 等 

興行物販 メインアリーナとの一体利用 

式典・集会・展示会等 民間利用  

 

（３）稼働率 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

96.7% 77.4% 90.0% 87.1% 96.8% 90.0% 

 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 累計 

96.8% 83.3% 83.9% 100.0% 96.6% 80.6% 89.8% 

 

（４）総括 

・令和５年度のサブアリーナはスポーツ利用を中心に、メインアリーナと一体利用の物販販売や 

展示会利用など様々な利用方法で令和４年度同様高い稼働率を維持した。 

・スポーツ利用の割合は年間 62.1％であり、要求水準の 50％及び計画の 60％を満たした。 

・令和６年度以降もスポーツ利用の要求水準を満たす見込みであり、幅広い年代が利用できるよう 

都民開放 DAY 等を通じて認知度の向上に資する取組を実施していく。 
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３ 来館者数（概数） 

                         （単位：人） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

92,950 113,200 135,100 127,900 103,600 117,250 

 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 累計 

138,600 110,600 99,000 70,300 70,350 97,000 1,275,850 

※メインアリーナ・サブアリーナの合計数 

※来館者数は主催者からの報告に基づく 

 

③ ジム・スタジオ等運営業務 

・年間約 6,500 人が来場した。 

・自主事業やスタジオ機能として様々なコンテンツを提供することに加え、スポーツ用品の販

売を行うなどより選ばれやすいジムとなるよう改善を続けている。 

④ 付帯施設運営業務 

・本施設の利便性・魅力度の向上のために、レストラン、カフェ、売店、自動販売機を継続設

置し、運営を行った。 

・XR 演出やバーチャル上でのロケハン、コンコースでの様々な展開を検討しやすくなるよう 

メインアリーナ内を計測した高精細な３D スキャンデータ（デジタルツイン）を開発し、利

用者支援に努めている。 

・東京 2020 大会を記念して１F サブアリーナ受付横にマスコット像とアーカイブポスターを

継続展示するとともに、１F レストランへオリンピック・パラリンピックで使用したバレー

ボール、車いすバスケットボールのサイン入りボールを追加で設置した。 

 

（デジタルツイン）              （アーカイブ資産の追加展示） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 駐車場管理営業務 

・駐車スペースを主催者用（西側）とサブアリーナ・レストラン・スポーツジム来場者用（南

側）にゾーニングして運用した。 

・防災センターにて常時監視しているほか、西側・南側ともに使用時間中は警備員を配置し、

利用車両の渋滞が生じないよう誘導案内を実施した。 
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・催事主催者の搬出入車両が有明アリーナ西口駐車場へ進入する前の一時的な待機が発生する

場合があるため、主催者への指導や警備員等による館内への車両誘導を行った。 

⑥ 交流広場管理業務 

・公開空地（北側・東側）内で実施するキッチンカーや物販販売について、毎月の公開空地利

用計画の確認を受けたうえで実施した。 

⑦ 安全管理・防災・緊急事態等対応業務 

・自衛消防隊編成表及び主催者を含めた緊急連絡体制表のフォーマットを準備し、催事毎に必

要な連絡体制を明確化した。 

・約３分以内に駆け付けが可能なよう AED を事務室、館内に継続完備している。 

・一時滞在施設の指定に係る協定に基づき、防災マニュアルや安否確認体制を構築し、被災者

の受け入れが可能なよう防災備蓄品の管理等を実施した。 

・消防訓練を年 2 回実施した。 

⑧ 行政・周辺施設との連携業務 

・周辺施設である「有明 GYM-EX」、「有明ガーデン」、「有明アーバンスポーツパーク運営事業

者」と連携したイベントを実施した。 

・有明アリーナの来館者が公演前後の空き時間を有効活用できるよう「ミニチュアミュージア

ム スモールワールズ」と連携協定を締結し、相互に利用を促進する取組を実施した。 

⑨ 近隣対応業務 

・地域住民との連絡体制を構築し、事前に翌月のイベント情報を提供するとともに、意見交換

を実施した。 

・地域連携責任者を配置し、館長とともに対応を実施した。 

・地域住民からの人流、交通に関する意見に対して、主催者、関係機関と連携し、対応を行っ

た。 

 

(3) 維持管理業務 

① 建築物保守管理業務 

・自動ドア、シャッター、免震装置、駐車場管制設備の保守点検を行い、正常な状態を維持し

た。 

② 建築設備保守管理業務 

・電気主任技術者や危険物取扱者等の資格を有する設備員を複数配置し、24 時間体制で運転監

視・日常巡視点検を実施した。 

・電気設備の点検・保守について、保安規定に基づき、電気主任技術者により受変電設備や発

電設備等、要求水準書に定める保守点検を行い、正常な状態を維持した。また、年１回の停

電検査をイベントに影響のない日程で実施し、電気設備の正常な状態を確認した。 

・機械設備の点検・保守について、空調設備点検やそれに伴うフィルター清掃・交換作業を実

施し、館内の適切な温度管理を実施した。また、給温水器、排水器点検等を実施し、館内の

給排水設備の衛生状況を正常な状態を維持した。 

③ 外構施設保守管理業務 
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・外構部の植栽・壁面緑化の剪定、施肥、芝刈り、枯れ予防等を実施し、施設の美観にも注意

しつつ、利用者が安全かつ快適に使用できるよう管理を行った。 

④ 清掃業務 

・トイレなどの水回りやゴミ回収など衛生面に係る清掃業務は原則毎日実施し、施設を清潔な

状態に保った。 

・床面やドアなど来館者に起因する汚れには、自動洗浄清掃ロボット（除塵用及び洗浄用）も

活用し、2 週間から 1 か月周期で清掃を行い、施設を清潔な状態に保った。 

・エントランス、公開空地、駐車場など供用部分の巡回清掃（拾い掃き）を週２回実施した。 

・防虫防鼠対策として、館内での薬剤対策を行い、月１回の生息調査・点検するなど必要な害

虫駆除等を行った。 

⑤ 環境衛生管理業務 

・維持管理統括責任者を建築物環境衛生管理技術者として継続設置した。 

・法令に基づき、館内空気環境測定や水質検査・除菌対応を実施し、館内の衛生環境を正常な

状態に保った。 

⑥ 備品保守管理業務 

・備品台帳を整備し、バーコードを利用した備品管理を行った。 

・令和５年度中に都が整備した備品の破損、不足等は生じておらず、適切な管理を行った。 

・仮設の木製床の管理に当たっては、木床の管理に必要な温度・湿度を常に維持し、利用者に

貸し出せる状態を常に維持した。 

⑦ 警備業務 

・警備隊長を防火管理者として継続選任した。 

・防災センターにおいて、関係者の入館状況を作業届を用いて管理するとともに、催事の際は

施設内外の監視カメラと巡回警備を実施し、施設の安全性を確保した。 

・防災センターにおいて 24 時間定位置警備を行い、入館状況や催時の逸失物管理・返還等を

実施した。また、電話応対も 24 時間対応し、各種問合せに対応した。 

・館内、外構部を 24 時間体制で巡回するとともに、監視カメラを活用し、警戒を行った。 

・交差点、車両入口など催事に応じて必要な巡回警備を行い、来館者の円滑な利用に努めた。 

⑧ 修繕業務 

・令和 5 年度は日常修繕として、非常用照明の不点灯箇所の交換対応を行うとともに、設備等

の保守・点検時に手直し等の簡易な修繕を行い、施設の正常な状態を維持した。 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

第４ 事業評価の実施 

  運営権者による適正かつ確実なサービスの提供がなされているかをモニタリングにより確認し、

都が評価した。 

 

 １ 根拠 

  〇 PFI 法 

  〇 民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針 

（平成 30 年 10 月 23 日閣議決定） 

 

２ 実施手順 

① 運営権者は業務計画書や実施契約等に従い本事業を履行しているかセルフモニタリングを実施 

② 都は運営権者によるセルフモニタリングの結果及び財務書類を基に、都の示した要求水準を

満たしているか、財務状況が悪化していないか、業務実施状況の確認を実施 

   ③ 都は、第三者による専門的な見地からの意見を聴くため、法務、会計、PFI／公共施設等運営

権方式、スポーツ、文化・エンターテインメントの５分野の専門家からなる「有明アリーナ

管理運営事業モニタリング委員会」において、業務実施状況について意見を聴取 

   ④ モニタリング委員会での意見を踏まえて、モニタリング結果を事業評価としてとりまとめ 

 

（モニタリング及び是正措置の流れ） 
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３ 事業評価の結果 

   

(1) 統括管理業務 

マネジメント業務、総務・経理業務、事業評価業務について、要求水準書の内容に従い、法令

の適合確認、各種会議体での個別業務の情報共有や業務調整、アンケートを利用したサービスに

対する評価収集が実施されており、問題は認められない。 

  

(2) 運営業務 

広報業務について、付帯施設の案内など施設の PR 及び来館者への情報提供を行っているが、

レストラン・ジムの利用促進に向けて一層の PR が求められる。 

催事等に関する誘致業務について、アーティスト、スポーツ団体など各種ステークホルダーと

内覧会等の調整を行い、施設の利用促進を行っており、問題は認められない。 

施設の提供業務について、施設利用者に対して利用方法や注意事項を説明し、利用終了後も施

設の破損等の確認を行っており、問題は認められない。 

メインアリーナは各種スポーツ大会、音楽興行等を開催し、令和 4 年度を大幅に上回る稼働率

を達成している。スポーツ利用日数、大規模スポーツ大会数も要求水準を達成しており、令和６

年度以降も継続して要求水準を達成する取組が求められる。 

サブアリーナはスポーツ利用を中心としつつ、メインアリーナと一体となった物販販売や展示

会利用など様々な利用方法で令和 4 年度同様高い稼働率を維持しており、引き続き都民のスポー

ツ利用の場としての役割が期待される。 

ジム・スタジオ等運営業務について、自主事業・スタジオ機能の企画、スポーツ用品の販売な

ど利便性を高め、利用者増加に向けた取組を行っているが、利用促進に向けた魅力的な企画の実

施や情報発信など継続して取組む必要がある。 

付帯施設運営業務について、必要な営業許可を得たうえで、各種店舗や自動販売機を設置し、

来館者の利便性の向上に努めており、問題は認められない。また、最先端技術であるデジタルツ

インの開発は、今後の利用者支援に向けた取組として評価できる。 

駐車場運営業務について、利用者が円滑に使用できるよう防災センターにおける常時監視や警

備員による誘導等必要な対策を行っている。搬出入車両対策については、引き続き主催者等と連

携し、搬出入車両が路上で待機しないよう対策を進めていく必要がある。 

交流広場管理業務、安全管理・防災・緊急事態等対応業務、行政・周辺施設との連携業務につ

いて、要求水準書の内容に従い、公開空地の管理、急病人・緊急事態への対応など問題は認めら

れず、周辺施設と連携したにぎわいの創出の取組については評価できる。 

近隣対応業務について、地域連携責任者を追加配置し、寄せられた意見に対応するとともに、

地域住民との連絡体制を構築し、その対応結果を共有するなど必要な意見交換を行っている。引

き続きイベント開催時の周辺混雑について意見を収集し、地域住民への丁寧な対応が求められ

る。 
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(3) 維持管理業務 

建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、環境衛生管理業務につ

いて、要求水準書の内容に従い、利用者、来館者が安全かつ快適に利用できるよう保守・点検を

適切に行い、植栽や壁面緑化の美化など快適な環境を提供しており、問題は認められない。 

清掃業務について、水回りやゴミ回収など衛生面に係る清掃は日常的に実施し、催事に伴う床

面の汚れ等は定期的に実施することで、施設を快適な空間に保っている。また、防虫防鼠対応な

ど目に見えにくい箇所についても定期的に対応することで、良好な環境衛生を保っており、問題

は認められない。 

警備業務について、定位置警備、巡回警備、電話対応を 24 時間体制で実施し、催事開催時

は、隣接する交差点への巡回警備を含め来館者の誘導整理を行うなど、施設を安全に利用できる

警備を実施しており、問題は認められない。 

修繕業務について、施設が正常に機能するために必要な修繕を実施しており、問題は認められ

ない。 

 

(4) 財務状況 

令和５年度は初めての通年営業であることに加え、メインアリーナの稼働率を伸ばしたことに

より、令和４年度と比較し、売上高を大幅に伸ばした。その結果、税引前当期純利益が生じてお

り、都に対する業績連動支払1（129,286 千円）が生じている。 

なお、公共施設等運営権対価（385,000 千円）についても、予定どおり都に納付されている。 

 

 （参考）令和４年度との比較                       （単位：千円） 

 売上高 営業利益（損失） 経常利益（損失） 当期純利益（損失） 

令和４年度 1,263,752 △255,528 △324,293 △325,243 

令和５年度 2,346,649 286,606   117,533   269,851 

 

(5) 総合評価 

令和５年度は、要求水準の未達状態や財務状況の悪化は認められず、各種サービスの提供等は

順調に行われている。 

メインアリーナのスポーツ利用について、要求水準を達成しているが、本施設は東京 2020 大

会のレガシー施設であり、東京の新たなスポーツ・文化の拠点となる施設である。東京 2020 大

会時に本施設で実施されたバレーボールなど大規模スポーツ大会の開催に向けて、各種スポーツ

団体への働きかけを継続し、今後もスポーツ利用日数の要求水準を満たす取組が求められる。 

また、地域住民と継続的な意見交換を実施し、寄せられる意見については随時対応を行ってい

る。今後も周辺施設と連携し、地域の課題解決に努めるとともに、より地域に親しまれる施設と

なるような取組が求められる。  

                                                      

1 運営権者は、運営権対価支払後の税引前当期純利益の 50％の金額を都に支払う 
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（参考）運営権者の財務諸表 

 
貸 借 対 照 表 

 

2024年3月31日現在 

 

   （単位：千円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（資産の部）   （負債の部）   

流動資産 3,991,008 流動負債 2,666,724 

  現金及び預金 3,899,051   買掛金 22,816 

  売掛金及び契約資産 78,050   未払金 1,466,529 

  前払費用 13,906   未払法人税等 46,409 

    未払消費税等 80,008 

固定資産 7,559,923   契約負債 729,712 

 有形固定資産 824,308   リース債務 52,309 

  建物 188,186   短期公共施設等運営権負債 268,938 

  建物附属設備 110,066 固定負債 7,728,205 

  構築物 85,355   リース債務 506,910 

  工具器具備品 97,200   資産除去債務 116,972 

  リース資産 343,500   長期公共施設等運営権負債 7,104,323 

 無形固定資産 6,477,856 負債合計 10,394,930 

  施設運営権 6,472,868 （純資産の部）  

  ソフトウェア 4,987 株主資本 1,156,366 

 投資その他の資産 257,759  資本金 1,500,000 

  長期前払費用 27,839  利益剰余金 △343,633 

  繰延税金資産 191,419   その他利益剰余金 △343,633 

  その他 38,500    繰越利益剰余金 △343,633 

繰延資産 364   

  創立費 364   

    純資産合計 1,156,366 

資産合計 11,551,296 負債・純資産合計 11,551,296 
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損 益 計 算 書 
 

自 2023年4月1日 

至 2024年3月31日 

 

  （単位：千円） 

科  目 金 額 

売上高  2,346,649 

売上原価   245,821 

    売上総利益   2,100,827 

販売費及び一般管理費   1,814,221 

  （内 業績連動支払）  （117,533） 

    営業利益   286,606 

営業外収益     

  受取利息及び受取配当金 27   

  その他 1,309 1,337 

営業外費用     

  支払利息 168,208   

  繰延資産償却 2,186   

  その他 14 170,409 

    経常利益   117,533 

    税引前当期純利益   117,533 

    法人税、住民税及び事業税 39,101   

    法人税等調整額 △191,419 △152,318 

    当期純利益   269,851 
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キャッシュ・フロー計算書 

自令和５年 04月 01 日 至令和６年 03 月 31日 

㈱東京有明アリーナ                                            （単位：千円） 

項目 金額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益金額 117,533 

減価償却費 445,933 

繰延資産償却 2,186 

受取利息および受取配当金 △27 

支払利息 168,208 

売上債権の増加（減少）額 34,766 

仕入債務及び未払金の増加（減少）額 670,294 

その他流動資産の増加（減少）額 949,456 

その他流動負債の増加（減少）額 △145,719 

その他 9,251 

小計 2,251,883 

利息及び配当金の受取額 27 

利息の支払額 △12,403 

法人税等の支払額 △4,887 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,234,620 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △22,464 

無形固定資産の取得による支出 △385,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △407,464 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務返済 △51,229 

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,229 

Ⅳ現金及び現金同等物の増加額 1,775,926 

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 2,123,124 

Ⅵ現金及び現金同等物の期末残高 3,899,051 

間接法 
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監 査 報 告 書  

 

 

2023年 4月 1日から 2024年 3月 31日までの第５期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしまし

た。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査の方法及びその内容 

私は、取締役等及び親会社の監査役等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め

るとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。ま

た、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100条第

1項及び第 3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて

いる体制（内部統制システム）について、取締役等からその構築及び運用の状況について定期的に

報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと

もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則

第 131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年 10月 28日企業会計審議

会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及びその個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしまし

た。 

 

２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事

項は認められません。 

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益

を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取

締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。 
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（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

 

2024年 6月 17日 

株式会社東京有明アリーナ 

 

監査役会 

 

常勤監査役 堀切 晃一 

 

監査役   蜂谷 吉成 

 

監査役   池田 晴俊 

 

 

印 

印 

印 


